
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

職場における熱中症予防対策に係る取組について 
～7 月を重点取組期間として熱中症予防対策を強化します～ 

 
東京労働局（局長 土田浩史）は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、

7 月を重点取組期間として熱中症予防対策の取組強化を集中的に実施します。 
 

 
 

         
【東京労働局における熱中症予防対策の主な取組事項】 
 
１ 東京労働局長による安全衛生パトロールの実施（別添資料１） 

令和３年 7 月７日(水)、熱中症災害が多発している建設現場に対し、東京 
労働局長による安全衛生パトロールを実施します。   

 
２ 「職場における熱中症予防対策会議」の開催（別添資料２） 

令和３年 7 月８日(木)、「職場における熱中症予防対策会議」を開催します。 
会議の場において、関係団体に対して東京労働局長名の要請文書を労働基準 
部長より手交いたします。 

 
３ 東京労働局「職場における熱中症予防対策 Web セミナー」の開催（別添資料３） 

厚生労働省 YouTube チャンネルにおいて令和３年７月１日より公開します。 
   同時に、「職場における熱中症予防対策自主点検」を実施します。 
 
４ 周知指導や広報活動の実施  

都内の各労働基準監督署では、重点取組期間中、熱中症予防対策についての 
周知指導や広報活動を集中的に実施します。 
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【災害発生状況】 （別添資料４） 

令和 2 年、東京都内の職場における熱中症による休業 4 日以上の死傷者数は 77 人
と、令和元年より 20 人(26%)増加しました。このうち死亡者は 1 人であり、令和 2
年の 0 人から増加しました。過去１０年（平成２３～令和２年）の職場での熱中症に
よる死傷者数をみると、記録的な猛暑であった平成 30 年に次いで令和 2 年は死傷者
数の多い年となっています。 

 

 

   

 

      
          
          
          
          
          
          
          
 

 

 

 

 
 

熱中症とは 、高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内

の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・

気分の不快・吐き気・嘔吐（おうと）・倦怠（けんたい）感・虚脱感、意識障害・痙攣（けいれん）・手足の運動

障害、高体温などの症状が現れる。  

 

 

添別添資料 
１ 東京労働局長建設現場安全衛生パトロールの概要 
２ 「職場における熱中症予防対策会議」の概要等 
３ 東京労働局「職場における熱中症予防対策 Web セミナー」の概要 
４ 東京労働局管内の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(H23~R2) 
 
 

参考資料 
１ 職場の「熱中症」を防ごう︕～クールワークキャンペーン～ 

  ２ 建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止 
～建設現場におけるマスク等の正しい選び方、使い方について～ 
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東京労働局長の緊急対策に向けた安全衛生パトロールの実施
～ ７月７日 建設死亡災害緊急対策期間中に実施 ～

東京労働局(局長 土田 浩史)は、６月から７月の間を「Safe Work TOKYO建設死亡災害緊

急対策」と期間を定め、建設業における死亡災害の撲滅に向け集中的な取組の一環として、

労働災害防止対策の徹底と労働災害防止に対する意識高揚を目的とした、東京労働局長によ

る建設現場の安全衛生パトロールを実施します。

安全衛生パトロールでは、夏場のこの時期に多い熱中症について、建設業の死傷者数が最

も多い状況にあることから、建設現場の熱中症予防対策も確認します。

日 時 ： 令和３年７月７日（水）14:00～16:00

工事名称 ： 株式会社 長谷工コーポレーション

（仮称）高田プロジェクト計画新築工事 （Brillia City 西早稲田）

用 途 ： 共同住宅（４５４戸） 店舗（事務所）

所 在 地 ： 東京都豊島区高田１－１８

(1)当日に取材を希望する場合は、裏面「取材申込書」に必要事項を記入の上、東京労働局
労働基準部安全課までご連絡願います。

(2)当日は13時50分までに作業所事務所(別添案内図参照)に直接お越しください。
(3)保護帽は、現場で用意させていただきます。
(4)現場内を移動しますので、多少汚れても良い服装や靴でお越しください。
(5)現場内の撮影に当たっては現場職員の指示に従ってください。

別添資料１
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「東京労働局長による安全衛生パトロール」に係る取材を申し込み
ます。

東京労働局 労働基準部 安全課 あて

Fax 03-3512-1559

取材日 令和３年７月７日(水）

会社名

参加人数
人

連絡先電話番号

令和３年７月２日(金)１５:00必着

取材申込書

～トップが進める打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～

〒102-8306
東京都千代田区九段南１－２－１
九段第３合同庁舎 １３階
東京労働局労働基準部安全課

TEL 03-3512-1615  

お問合せ先

安全衛生パトロール現場

別添資料１
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別添資料２ 
 

職場における熱中症予防対策会議開催要綱 

～職場における熱中症予防対策に係る取組～ 

 

１．趣旨目的 

 令和 2年、東京都内の職場における熱中症による休業 4日以上の死傷者数は 77 人

と、令和元年より 20 人(26%)増加しました。このうち死亡者は 1人であり、令和 2

年の 0人から増加しています。 

重点取組期間である 7月は梅雨明けを迎え、気温と湿度が上昇するなどし、熱へ

の順化が不十分なため熱中症が多発するおそれがあります。 

また、同時期にオリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、特に大会に

関わる警備業務等における熱中症の発生が懸念されております。 

 ついては、オリンピック・パラリンピック競技大会関係業種並びに熱中症の発生

件数が多い建設業、警備業、陸上貨物運送事業、ビルメンテナンス業等の事業者団

体に御協力をいただき、会員事業場における熱中症予防対策の取組の徹底を図り、

職場における熱中症による死亡災害の撲滅並びに休業災害の大幅な減少を図ること

を目的に開催いたします。 

 

２．職場における熱中症予防対策会議出席要請関係団体(８団体) 

  公益社団法人東京労働基準協会連合会 

  一般社団法人東京建設業協会 

  公益社団法人東京ビルメンテナンス協会 

  一般社団法人東京都警備業協会 

建設業労働災害防止協会東京支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会東京都支部会 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会東京支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会東京都支部 

 

３. 職場における熱中症予防対策会議開催日時等 

(1)日時  令和３年７月８日（木） 10 時 30 分から 11 時 15 分（予定） 

    (2)場所  日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋２－６－２） 

７階 ７０４号室 

 

４．職場における熱中症予防対策会議の内容 

(1)職場における熱中症予防対策の徹底について要請文書の手交 

(2)職場における熱中症予防対策の具体的取組について 

(3)クールワークキャンペーンの取組実績と今後の計画の発表 

    (4)意見交換 
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別添資料２ 
 
東京労働局 

労働基準部 健康課 あて 

Fax 03-3512-1560 

 

 

 

 

 

取材日 令和３年７月８日(木） 

報道機関名 
 

取材者人数                               人 

連絡先電話番号 
 

 
※ 会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

「職場における熱中症予防対策会議」に係る取材を申し込みます 

※ 取材範囲は、4．職場における熱中症予防対策会議の内容の(1)～(2)までになり

ます。 

【お問合せ先】〒102-8306  

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 １３階                                                      
東京労働局 労働基準部 健康課  TEL 03-3512-1616   

令和３年７月７日(水)１２:00 必着 
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別添資料３

東京労働局「職場における熱中症予防対策Webセミナー」

「
」

職場における熱中症予防対策
Ｗｅｂセミナー

東京労働局 労働基準部 健康課

東京労働局管内の職場における熱中症による死傷災害の発生状況

１ 職場における熱中症による死傷者数の推移（平成２３～令和２年）

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

被災
者数

46人 39人 49人 45人 37人 29人 47人 87人 57人 76人

死亡
者数

1人 1人 4人 1人

計 46人 40人 49人 46人 37人 29人 47人 91人 57人 77人

46人
39人

49人 45人
37人

29人

47人

87人

57人

76人

1人

1人

4人

1人

0人

10人

20人

30人

40人

50人

60人

70人

80人

90人

100人

東京労働局管内の職場における熱中症

による死傷者数の推移

死亡者数

被災者数

過去１０年（平成２３～令和２年）の職場での熱中症による死亡者数及び４日以上休業した業務上疾病者の
数（以下 、合わせて「死傷者数」という。）をみると、令和2年は、記録的な猛暑であった平成30年に次いで
死傷者数の多い年となっています。

２ 業種別発生状況（平成２７～令和２年）

過去6年間（平成２７～令和２年)の業種別の熱中症による死傷者数をみると、建設業が最も多く、次いで警

備業、道路貨物運送業で多く発生しており、全体の約５割を占めています。

製造業 建設業
道路貨
物運送
業
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ビルメ
ンテナ
ンス業

廃棄物
処理業

警備業 その他 計
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7人 14人 10人 10人 4人 3人 13人 16人 77人

計 19人 69人 47人 40人 22人 14人 56人 71人 338人
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熱中症による死傷者数の業種別の状況

（平成２７～令和２年計）

３ 月・時間帯別発生状況

（１）月別発生状況(平成27～令和２年)

過去６年間（平成２７～令和２年)の月別の熱中症による死傷者数をみると、全体の約８割が７月及び８月に発生してい
ます。
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別添資料３

東京労働局「職場における熱中症予防対策Webセミナー」

（２）時間帯別発生状況（平成２７～令和２年）

平成27年平成28年平成29年平成30年令和元年 令和2年 計

０から６
時時台

2人 1人 3人 6人

７時台 1人 1人 1人 3人

８時台 1人 2人 3人 6人 2人 14人

９時台 1人 2人 3人 4人 2人 4人 16人

１０時台 1人 3人 2人 9人 8人 14人 37人

１１時台 3人 1人 4人 9人 5人 9人 31人

１２時台 3人 1人 2人 3人 2人 7人 18人

１３時台 6人 3人 9人 3人 7人 4人 32人

１４時台 5人 5人 3人 14人 5人 10人 42人

１５時台 1人 3人 5人 10人 6人 8人 33人

１６時台 7人 2人 6人 12人 4人 3人 34人

１７時台 1人 3人 3人 4人 7人 4人 22人

１８時台 2人 1人 3人 3人 3人 2人 14人

１９時台 1人 1人 1人 1人 2人 6人

２０～２
３時台

2人 2人 3人 13人 6人 4人 30人

計 37人 29人 47人 91人 57人 77人 338人

過去６年間（平成２７～令和２年）の時間帯別の熱中症による死傷者数をみると、１０～１７時台に集中

しており、多発している時間帯は、14時台となっています。また、日中の作業終了後に帰宅してから体調が
悪化して病院へ搬送されるケースも散見されます。
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熱中症による死傷者の時間帯別の状況

（平成２７～令和２年）計）

４ 年齢別発生状況

過去６年間（平成２７～令和２年）の年齢別の熱中症による死傷者数をみると、５０歳代が最も多く、全

体の26％を占めています。
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計
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2人 5人 4人 5人 5人 7人 1人 29人

平成
29年

6人 7人 12人 15人 4人 3人 47人

平成
30年

8人 16人 17人 28人 9人 13人 91人

令和
元年

3人 4人 6人 15人 10人 11人 8人 57人

令和
２年

12人 18人 16人 19人 7人 5人 77人

計 5人 44人 60人 66人 86人 46人 31人 338人
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熱中症による死傷者数の年齢別の状況

（平成２７～令和２年）計）

１ 趣旨
職場における熱中症予防対策の浸透を図る
重篤な災害を防ぐために
①事業場におけるWBGT値の把握
②緊急時の連絡体制の整備等

２ 期間

３ キャンペーン期間中に実施すべき事項

「STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

STEP
1
□ WBGT値（暑さ指数）の把握

JIS 規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握しましょう。
◇ 作業場所が近い場合であっても、太陽照射の有無などによる輻射熱の影響でWBGT値（暑さ指数）が

大きく異なることがあることに留意する。

◇ 「WBGT値（暑さ指数）測定器が準備できなかった場合には、
①環境省熱中症予防情報サイト（http://www.wbgt.env.go.jp/）を参考にすること。
②建設業労働災害防止協会において、建設現場における熱中症の危険度を簡単に判定できるチャート図
が作成されており、同協会のホームページに掲載されているので、参考とする。

（http://www.kensaibou.or.jp/data/pdf/leaflet/heat_stroke_risk_assessment_chart.pdf）

測定器の例
重点取組期間

5/1 キャンペーン期間 9/30準備期間

4月 5月 6月 7月 8月 9月

気温、湿度、日射・輻射熱などの暑熱環境による熱ストレ
スの評価を行う暑さ指数のことを言います。

WBGT値とは

STEP
2 □ WBGT値（暑さ指数）の評価

準備期間中に検討した事項を確実に実施するとともに、測定した暑さ指数に応じて次の対策を取りましょう。

□ＷＢＧＴ値を下げるための設備の設置

◇ 簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置する。ただし、ミスト
シャワー等による散水設備の設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意すること。

◇ 既に設置している冷房設備等については、その機能を点検しておくこと。
◇ 屋内作業においては、冷房時の換気に注意すること。機械換気設備が設置されていない事務室等において

は、 冷房時に外気導入がないため、換気扇や窓開放によって換気を確保しながら、熱中症予防のためのエア
コンの温度設定をこまめに調整するなどにより、室内の温度を適正に保つようにすること。

□休憩場所の整備
◇ 氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。
◇ また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えることができるよう飲料水、スポーツドリンク等の備付け

等を行うこと。
◇ 屋内や車内の休憩場所については、換気に気をつけるとともに、休憩スペースを広げる、休憩時間をずらすな

ど、人と人との距離を保つよう配慮すること。また、共有設備は定期的に清掃、消毒するなど清潔に保つように
心がけること。

対策１ 【作業環境管理】 ～休憩を取りやすい環境づくりに配意しましょう～

□通気性の良い服装など

◇ 透湿性及び通気性の良い服装を着用すること。
◇ 送風機能のある作業服（クールベスト等）等、これらの機能を持つ身体を冷却する服を着用すること。
◇ 直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を着用すること。
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別添資料３

東京労働局「職場における熱中症予防対策Webセミナー」

□水分及び塩分の摂取

□プレクーリング

◇ 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後に水分及び塩分を摂取すること。
◇ 作業中の定期的な摂取を行うこと。
◇ 水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認などにより、定期的な水分

及び塩分の摂取の徹底を図ること。

◇ 休憩時間にも体温を下げる工夫をしましょう。

熱への順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、
◇ ７日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすること。
◇ 夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると４日後には順化の顕著な喪失が始まることに留意すること。
◇ 熱への順化ができていない場合には、特に「作業時間の短縮等」のうえ、作業を行うこと。

□熱への順化

◇ 作業計画に基づき、WBGT基準値に応じた休憩等を行うこと。
◇ WBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。
◇ WBGT基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、

① 単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する。
② 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状

況を頻繁に確認する。なお、熱中症の発生しやすさには個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどの
IoT機器を活用することによる健康管理も有効であること。

◇ 屋外の暑熱環境下において、感染症を予防する観点から、人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保でき
るよう、作業計画や作業方法を工夫すること。作業に応じ、あるいは休憩、打ち合わせ、移動、人との対話な
どにおいて人と十分な距離が確保できないときは、作業の強度や人と接する密度や時間などを踏まえ、家庭用
マスクなどの感染予防のプロテクタを選択して使用するよう、注意喚起すること。

□作業時間の短縮等

対策２ 【作業管理】 ～高温多湿作業場所の作業中は巡視を頻繁に行いましょう～

休
憩

℃

休
憩 休

憩

休
憩
休
憩

休
憩
休
憩

休
憩

休
憩

３ 【健康管理】

□健康診断結果に基づく対応等

◇ 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ
配慮すること。
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感
冒等、⑧下痢等

□日常の健康管理等

□労働者の健康状態の確認

◇ 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそ
れがあることについて指導を行うこと。

◇ 当日の作業開始前には当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態
の確認を行い、必要に応じ作業の配置換え等を行うこと。

◇ 熱中症の具体的症状について労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにすること。

◇ 作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。
◇ 作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認すること。
◇ 複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、

異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導すること。

STEP
3 熱中症予防管理者等は、ＷＢＧＴ値を確認し、巡視などにより、次の事項を確認しましょう。

熱中症予防管理者の業務
□WBGT値（暑さ指数）の低減対策の実施状況を確認すること。
□あらかじめ各労働者の熱への順化の状況を確認すること。
□朝礼時等作業開始前において労働者の体調を確認すること。
□WBGT値（暑さ指数）の測定結果を確認し、その結果に応じ、作業を中止又は中断させること。
□職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認すること。

労働衛生教育

【各級管理者向け教育】
～教育時間が決められています～

◇熱中症の症状 (30分）
◇熱中症の予防方法 (150分）
◇緊急時の救急処置 (15分）
◇熱中症の事例 (15分）

【労働者向け教育】（雇入れ時・新規入場時）
～日々の朝礼等の際にも繰り返し実施しましょう～

◇熱中症の症状
◇熱中症の予防方法
◇緊急時の救急処置
◇熱中症の事例

～期間中、機会をとらえて実施しましょう～

熱中症の予防方法の教育に当たって、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の
発症に影響を与えるおそれがあることについての教育してください。

無料！

社内教育にご活用ください。
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東京労働局「職場における熱中症予防対策Webセミナー」

少しでも本人や周りが異変を感じた際には
◇必ず、一旦、作業を離れ、病院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。
◇なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても、明らかに熱中症の症状を呈している場合

は、病院への搬送や救急隊の要請を行う。
◇病院に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、全身をタオルやス

プレー等で濡らして送風したり、あおいで体表面からの水分蒸発を促進すること等により効果的な体温の低減措置に努める。
その際には、一人きりにせずに誰かが様子を観察する。

異常時の措置 ～少しでも異変を感じたら～

□ WBGT値の把握の準備 JIS 規格「JIS B 7922」に適合したＷＢＧＴ指数計を準備しましょう。

□ 作業計画の策定など ＷＢＧＴ値に応じて、作業の中止、休憩時間の確保などができるよう余裕を持っ
た作業計画をたてましょう。

□ 設備対策・休憩場所の
確保の検討

簡易な屋根の設置、通風または冷房設備やミストシャワーなどの設置により、Ｗ
ＢＧＴ値を下げる方法を検討しましょう。
また、作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を確
保しましょう。

□ 服装などの検討 通気性のいい作業着を準備しておきましょう。身体を冷却する機能をもつ服の着
用も検討しましょう。

□ 教育研修の実施 熱中症の防止対策について、教育を行いましょう。

□ 労働衛生管理体制の確立 衛生管理者などを中心に、事業場としての管理体制を整え、必要なら熱中症予防
管理者の選任も行いましょう。

□ 緊急時の措置の確認 体調不良時に搬送する病院や緊急時の対応について確認を行い、周知しましょう。

準備期間（４月１日～４月30日）

確実に実施できているかを確認し、□にチェックを入れましょう︕

重点取組期間（７月１日～７月3１日）

□実施した対策の効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行いましょう。
□特に梅雨明け直後は、ＷＢＧＴ値に応じて、作業の中断、短縮、休憩時間の確保を徹底しま
しよう。

□水分、塩分を積極的に取りましょう。
□各自が、睡眠不足、体調不良、前日の飲みすぎに注意し、当日の朝食はきちんと取りましょう。
□期間中は、熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的に教育を行いましょう。
□少しでも異常を認めたときは、ためらうことなく、病院に搬送しましょう。

梅雨明け
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別添資料４

東京労働局労働基準部健康課

１　職場における熱中症による死傷者数の推移（平成２３～令和２年）

Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｒ元年 Ｒ2年

被災者数 46人 39人 49人 45人 37人 29人 47人 87人 57人 76人

死亡者数 1人 1人 4人 1人

計
(死傷者数)

46人 40人 49人 46人 37人 29人 47人 91人 57人 77人

（死亡者数は外数）

２　業種別発生状況（平成２７～令和２年）

製造業 建設業 道路貨物運送業 商業 ビルメンテナンス業 廃棄物処理業 警備業 その他 計

平成27年 2人 5人 3人 6人 1人 2人 6人 12人 37人

平成28年 2人 5人 4人 4人 2人 4人 8人 29人

平成29年 2人 11人 9人 2人 3人 1人 7人 12人 47人

平成30年 5人 21人 14人 11人 6人 4人 15人 15人 91人

令和元年 1人 13人 7人 7人 6人 4人 11人 8人 57人

令和2年 7人 14人 10人 10人 4人 4人 13人 15人 77人

計 19人 69人 47人 40人 22人 15人 56人 70人 338人

東京労働局管内の職場における熱中症による死傷災害の発生状況

　過去１０年（平成２３～令和２年）の職場での熱中症による死亡者数及び４日以上休業した業務上疾病者の
数（以下 、合わせて「死傷者数」という。）をみると、記録的な猛暑であった平成30年に次いで令和2年は死傷
者数の多い年となっています。

　 過去６年間（平成２７～令和２年)の業種別の熱中症による死傷者数をみると、建設業が最も多く、次いで警
備業、道路貨物運送業で多く発生しており、全体の約５割を占めています。
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別添資料４

３ 月・時間帯別発生状況

（１）月別発生状況(平成27～令和2年)

５月以前 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月以降 計

平成27年 1人 3人 13人 19人 1人 37人

平成28年 2人 2人 7人 18人 29人

平成29年 1人 4人 23人 16人 3人 47人

平成30年 1人 3人 53人 32人 1人 1人 91人

令和元年 3人 13人 31人 10人 57人

令和２年 10人 5人 53人 9人 77人

計 5人 25人 114人 169人 23人 2人 338人

　過去６年間（平成２７～令和２年)の月別の熱中症による死傷者数をみると、全体の約８割が７月および８月に
発生しています。
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熱中症による死傷者の月別の状況（平成２７～令和２年計）
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（２）時間帯別発生状況（平成２７～令和２年）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 計

０から６時
時台

2人 1人 3人 6人

７時台 1人 1人 1人 3人

８時台 1人 2人 3人 6人 2人 14人

９時台 1人 2人 3人 4人 2人 4人 16人

１０時台 1人 3人 2人 9人 8人 14人 37人

１１時台 3人 1人 4人 9人 5人 9人 31人

１２時台 3人 1人 2人 3人 2人 7人 18人

１３時台 6人 3人 9人 3人 7人 4人 32人

１４時台 5人 5人 3人 14人 5人 10人 42人

１５時台 1人 3人 5人 10人 6人 8人 33人

１６時台 7人 2人 6人 12人 4人 3人 34人

１７時台 1人 3人 3人 4人 7人 4人 22人

１８時台 2人 1人 3人 3人 3人 2人 14人

１９時台 1人 1人 1人 1人 2人 6人

２０～２３
時台

2人 2人 3人 13人 6人 4人 30人

計 37人 29人 47人 91人 57人 77人 338人

　過去６年間（平成２７～令和２年）の時間帯別の熱中症による死傷者数をみると、１０～１７時台に集中してお
り、多発している時間帯は、14時台となっています。また、日中の作業終了後に帰宅してから体調が悪化して
病院へ搬送されるケースも散見されます。
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熱中症による死傷者の時間帯別の状況（平成２７～令和２年）計）
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４　年齢別発生状況

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上 計

平成27年 9人 9人 1人 9人 8人 1人 37人

平成28年 2人 5人 4人 5人 5人 7人 1人 29人

平成29年 6人 7人 12人 15人 4人 3人 47人

平成30年 8人 16人 17人 28人 9人 13人 91人

令和元年 3人 4人 6人 15人 10人 11人 8人 57人

令和２年 12人 17人 15人 21人 7人 5人 77人

計 2人 44人 59人 65人 88人 46人 31人 338人

　過去６年間（平成２７～令和２年）の年齢別の熱中症による死傷者数をみると、５０歳代が最も多く発生しています。
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン「７月は重点取組期間です」 参考資料１
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STOP！熱中症クールワークキャンペーン「７月は重点取組期間です」 参考資料１

16



顔面への密着 フィルタの密度 飛沫吸引防止 飛沫飛散防止 呼吸しやすさ 快適さ/蒸し暑さ

不織布マスク △ ◎ ○ ◎ × △

布マスク △ △～○ △ ○ △ △

ウレタンマスク △ △ △ ○ △ ○

マウスシールド × × × × ◎ ◎

フェイスシールド × × × △ ◎ ◎

ネックガード △ △ △ ○ ○ ○

取替え式防じんマスク ◎ ◎ ◎ ◎ × ×

使い捨て式防じんマスク ○ ◎ ◎ ◎ × △

建設現場の管理者、労働者の皆様へ

建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止
～建設現場におけるマスク等の正しい選び方、使い方について～

建設現場で必要な対応

混在作業が行われる建設現場では、マスク等の着用も含め、一人ひとりの感染防止に
向けた対応が職場全体の感染リスクを抑えることにつながります。
換気の悪い屋内空間において複数人で作業を行う場合にはマスク等を着用する必要が

ありますが、単独作業の場合や屋外で他の作業員と十分な距離（２ｍ以上）が確保でき
る場合などでは、熱中症予防の観点からマスク等を外した方がよい場合も考えられます。
熱中症予防に配慮した上で、感染防止を図るには、｢マスク等を着用する場面｣、｢マス

ク等の選び方｣、｢正しい着用方法｣を作業員一人ひとりに徹底することが重要です。

作業に応じたマスク等の選び方１

①マスク等の種類と特性

マスク等は、飛沫の飛散防止、飛沫の吸入防止のために着用するものですが、様々な
種類のものがあります。市販の不織布マスクをはじめ、一般に使用されているマスク等
を建設現場で使用すること想定した場合の特性をまとめると次のとおりです（※1）。

②マスク等を着用すべき場面

建設現場における作業は、単独作業や他の作業員と十分な距離（２ｍ以上）をとって
行われる場合がある一方、｢朝礼｣や｢作業工程の確認｣などのほか、｢休憩・食事｣、｢工事
用エレベータでの集団での移動｣など、作業員同士が近くに集まる場面もあります。
管理者は、個々の作業が行われる状況を踏まえ、マスク等を着用すべき場面を特定し、

作業員一人ひとりに周知してください。

都道府県労働局・労働基準監督署

（※1）令和２年度厚生労働科学特別研究事業｢建設現場での作業等におけるプロテクタの選定・使用ツールキットの開発に関する調査研究｣をもとに作成したもの。
調査研究は一部の製品を対象として測定を行った結果を取りまとめたものであり、個々の製品によっては上記の表とは特性が異なる場合があります。

（※2）一定の作業の際は、労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの着用が義務付けられています。

｢◎：優れている｣､｢○：良好｣､｢△：普通｣､「×：やや劣る｣

（※2）

（※2）

はい

いいえ

はい

いいえ

作業中に他の作業
員と接近すること
がない 作業中に

マスク等の着用が

必要

作業中に
マスク等の着用は

不要

他の作業員とは会
話せず、接近は短
時間である

マスク等着用の

｢必要｣、｢不要｣は

｢場面の切替わり｣

によっても変化す

ることに注意

（裏面の１④参照）

ここがポイント！

参考資料２
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③作業負荷とマスク等着用による熱中症リスク

マスク等の着用による新型コロナウイルスの感染防止効果や熱中症発症リスクについ
ては、現時点では定量的に明らかになっていませんが、令和２年度に実施した研究（※）

の結果、以下のようなことが分かっています。
①マスク等の着用により呼吸時の負担感が増加し、飛沫飛散防止等の効果が高いもの
では息苦しさを強く感じる

②軽い負荷の運動では、マスク等の有無により深部体温の上昇には差がない
③マスク等の内部の「酸素濃度の低下」、「二酸化炭素濃度の上昇」が見られた
（軽い負荷の運動では血液中のガス濃度に影響はないが、高負荷作業には注意が必要）

現場管理者の役割３

①計画段階での検討

計画段階から、換気の悪い室内での作
業や作業員同士が接近する機会を減らす
よう努めましょう。

（例）朝礼の工夫、作業時間帯や休憩時間の分散、
マスクを外せる休憩場所の確保等

②現場でのルール化

熱中症予防と感染防止に向けた現場の
ルールを定め、徹底しましょう。

（例）マスク等を着用すべき場所の掲示、休憩場所
の使い方、職場外での留意事項等

④マスク等の選定に当たっての考え方

〇 マスク等の選定に当たって考慮すべき事項
飛沫飛散防止等の効果が高いマスク等を着用していても、作業中の息苦しさを和ら

げるため、顔とマスク等との間に隙間を作った場合には感染防止効果が低下します。
マスク等の選定に当たっては、①作業負荷のほか、②作業時の人との距離、③作業

場所の状況、④連続作業時間、⑤コミュニケーションの取りやすさなどにも留意しま
しょう。

〇 マスク等が必要な場面への備え
休憩や昼食、作業連絡、車両やエレベータでの移動などの際に他の作業員と十分な

距離が確保できない場合には、マスク等の着用が必要になります。マスク等の着用が
不要な作業であっても、「場面の切替わり」に備え、マスク等を携帯しましょう。

マスク等の正しい付け方と効果２

作業中の息苦しさから｢あごに掛ける｣､｢鼻を出す｣など､正しい方法で着用しなかった
場合、マスク等の感染防止効果が低下します。マスク等は正しい方法で着用し、息苦し
さなどを感じた場合にはマスク等を外せる環境で休憩をとるようにしましょう。

R3.5

（※）令和２年度厚生労働科学特別研究事業「建設現場での作業等におけるプロテクタの選定・使用ツールキットの開発に関する調査研究」

マスク等を着用しない、又は飛沫飛散防止効果が低いマスク等を着用して作業を行っ
た場合、作業対象や工具等に飛沫が付着する可能性が高まります。複数の作業員が共用
する工具等や操作盤などについては接触感染防止のため、こまめに消毒しましょう。

⑤マスク等の着用状況と接触感染

顔のサイズに合ったマスクを選び、
頬やあごとの間に隙間をつくらない

「上下」、「裏表」など、正しい向
きで着用する

不織布マスクの場合、ノーズフィッ
トを鼻の形に合わせて折り曲げ、息
の漏れをなくす

破損した場合や汗を吸って息苦しさ
を強く感じるようになった場合は新
しいものに交換する

鼻や口をしっかりと覆う（息苦しさ
から「あご」に掛けたり「鼻」を出
したりしない）

上

下 外側のプリーツは下向き

ノーズフィットのある方が上
大きすぎて
す き 間が
空いている
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